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名古屋福徳日本語学院 規則    

                            令和８年１月３1 日改訂 

第１章 総 則 

 

（目的） 

第１条 

 本学院は大学院・大学等高等教育機関へ進学することを目的として来日する外国人に日本語教育を行う 

ことを主たる目的とし、国際社会で有為な人材を育成する。 

     

（名称） 

第２条 

 本学院は、「名古屋福徳日本語学院」という。 

 

（位置） 

第３条 

 本学院は、愛知県名古屋市中区丸の内一丁目８番３３号に置く。 

 

第２章 課程、修業期間、収容定員及び休校日 

 

（課程・修業期間・収容定員） 

第４条 

 本学院の課程、修業期間、収容定員及びクラス数は、次の表のとおりとする。 

第１部・第２部 コース名 修業期間 収容定員 クラス数 入学時期 

 進学２年課程 

進学１年９月課程 

進学１年６月課程 

２年 

１年９月 

１年６月 

１４０人 

２０人 

１０人 

７クラス 

１クラス 

１クラス 

４月 

７月 

１０月 

第１部 

 小計 １７０人 ９クラス  

 

第２部 

進学２年課程 

進学１年９月課程 

進学１年６月課程 

２年 

１年９月 

１年６月 

１４０人 

２０人 

１０人 

７クラス 

１クラス 

１クラス 

４月 

７月 

１０月 

小計 １７０人 ９クラス  

計 ３４０人 １８クラス  

 

（始期・終期等） 

第５条 

   本学院の各課程は、４月、７月、１０月に始まり、３月に終わる。 

 

  ２ 前項の期間を分けて、次の４学期とする。 

  （１）４月１日から７月上旬までを４月期とする。 

  （２）７月上旬から９月３０日までを７月期とする。 

（３）１０月１日から１２月３１日までを１０月期とする。 

  （４）１月１日から３月３１日までを１月期とする。 

 

（休校日） 

第６条 

   本学院の休校日は、次のとおりとする。 
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  （１）土曜日 

  （２）日曜日 

  （３）国民の祝日に関する法律で規定する休日 

  （４）夏季休校 （７月下旬から８月下旬の３０日前後） 

  （５）冬季休校 （１２月下旬から１月上旬の１５日前後） 

  （６）春季休校 （３月中旬から４月上旬の２５日前後） 

  （７）５月大型連休休校（５月初旬の１０日前後） 

  （８）その他学院の定める創立記念日等 

 

 ２ 教育上必要であり、かつ、やむを得ない事情があると校長が認めるときは、前項の規定にかかわらず、 

休校日に授業を行うことができる。 

 

 ３ 非常災害その他急迫の事情があると校長が認めるときは、臨時に授業を行わないことができる。 

 

（授業の終始時刻） 

第７条 

 授業の終始時刻は、校長が定める。 

 

第３章 教育課程、授業時数、学習の評価及び教職員組織 

 

（教育課程） 

第８条 

  本学院の各課程別の授業時間、目標とする日本語能力は次のとおりとする。ただし、ここにいう授業時間の 

１単位時間は、４５分とする。 

課程 授業時間(単位時間) 目標日本語能力 

進学２年課程 １５３６時間 B2 

進学１.９年課程 １３４４時間 B2 

進学１.６年課程 １１５２時間 B2 

 

２ より高い学習効果を与える為に授業内容の一部を変更することがある。 

 

（学習の評価・進級） 

第９条  

 学生の学業成績に対する評価は定期試験、小テスト、授業参加度、課題提出等を総合して決定し、５段階 

評価とする。 

２ 学習の評価及び進級に関する事項は、学習評価及び進級修了認定規程に定める。 

 

 

（教職員組織） 

第１０条 

  本学院に次の教職員を置く。 

 （１）校長 

 （２）主任教員 

 （３）教員      １７人以上（うち本務等教員９人以上） 
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 （４）事務職員 

 （５）生活指導担当者 

 

２ 前項のほか、必要な職員を置くことができる。 

 ３ 校長は、校務をつかさどり、所属教職員を監督する。 

 

第４章 入学、休学、退学、卒業、帰国及び賞罰 

 

（入学資格） 

第１１条 

 本学院への入学資格は、次の条件をいずれも満たしていることとする。 

 (１) １２年以上の学校教育又はそれに準ずる課程を修了している者、又は修了見込みの者 

 (２) 年齢が１８歳以上、もしくは校長の判断で許可を得た者 

 (３) 正当な手続きによって日本国への入国を許可され、又は許可される見込みのある者 

 (４) 修学目的がしっかりし、経費支弁に困難がない者 

  

（入学時期） 

第１２条 

 本学院への入学は年３回とし、その時期は４月、７月、１０月とする。 

 

（入学手続き） 

第１３条 

 本学院への入学手続きは、次のとおりとする。  

(１) 本学院に入学しようとする者は、本学院が定める入学願書、その他の書類に必要な事項を記載し、 

指定期日までに出願しなければならない。 

 (２) 前号の手続きを完了した者に対して選考を行い、合格者を決定する。 

 (３) 選考に合格した者は、指定期日までに第２０条に定める入学検定料及び必要な書類を提出しなければならな

い。 

 

 

（休学・復学・公欠） 

第１４条 

   学生が疾病その他やむを得ない事由によって、校長が必要と判断した場合は、休学を認める。 

２ 休学した者が復学しようとする場合は、校長にその旨を届け出て、校長の許可を得て復学することが 

できる。 

３ 休学・公欠が適用される事例については、休学・公欠規程に定める。 

 

（転学） 

第１５条 

転学に関する事項は、転学規定に定める。 

 

（退学） 

第１６条 

退学しようとする者は、その事由を所定の書類に記し、校長の許可を受けなければならない。 

 

（修了・卒業の認定） 



 

名古屋福徳日本語学院 

4 

第１７条 

   校長は、教育課程で定められた各授業科目について、第９条に定める学習評価を行い、規定の評価 

以上を受けた者に対して当該科目の修了を認定する。 

  

２ 学習の評価及び進級に関する事項は、学習評価及び進級修了認定規程に定める。 

 

 

（褒賞） 

第１８条 

 校長は、成績優秀かつ他の学生の模範となる者に対して、褒賞を与えることができる。 

 

２ 褒賞については別途規定を定め、その要件等について入学時オリエンテーションなどで告知するものと

する。 

 

（処分） 

第１９条 

   学生が、この規則その他本学院の定める諸規則を守らず、その本分にもとる行為があったときは、 

校長は、当該学生に対して懲戒処分を行うことができる。 

 

 ２ 懲戒処分の種類は、厳重注意、退学の勧告及び除籍の３種とする。 

 

 ３ 前項の除籍は、次の各号の一に該当する学生に対してのみ行うものとする。 

 （１）性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

 （２）学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 

 （３）正当な理由がなく出席常でない者 

 （４）学院の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者 

 （５）正当な理由なく、所定の期日までに授業料を納入しなかった者 

 

４ 前各項の処分等の量定の基準は、処分規程に定める。 

 

（一時帰国） 

第２０条    

 本学院の生徒は、別に定める一時帰国に関する規程を守らなければならない。 

 

第５章 学生納入金 

 

（学生納入金） 

第２１条 

   本学院の学生納入金は、次のとおりとする。 

(１) ■入学検定料 

     本学院への入学を希望する学生は所定の入学願書・書類一式を提出するとともに、 

入学検定料を納付しなければならない。検定料は一律２０,０００円とする。 

(２) 進学２年コース 

進学２年コース納入金 １，４９０，０００円 ２年間合計 

   入学時納入金と２年生１年分納入金の内訳は以下のとおりとする。 
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   入学時納入金（１年分） 

 項 目 金  額 備   考 

１ 入学金 ５０，０００円  

２ 授業料 ６７０，０００円  

３ その他 ５０，０００円 行事費等 

入学時納入合計 ７７０，０００円  

   ２年生１年分納入金 

 項 目 金  額 備   考 

１ 授業料 ６７０，０００円  

２ その他 ５０，０００円 行事費等 

２年生１年分納入合計 ７２０，０００円  

 

 

(３)進学１．９年コース 

進学１.９年コース納入金 １，３１０，０００円 １．９年間合計 

   入学時納入金と２年生９か月分入金の内訳は以下のとおりとする。 

 

   入学時納入金（１年分） 

 項 目 金  額 備   考 

１ 入学金 ５０，０００円  

２ 授業料 ６７０，０００円  

３ その他 ５０，０００円 行事費等 

入学時納入合計 ７７０，０００円  

    ２年生９か月分納入金 

 項 目 金  額 備   考 

１ 授業料 ５０２，５００円  

２ その他 ３７，５００円 行事費等 

２年生９か月分納入合計 ５４０，０００円  

  

(４)進学１．６年コース 

進学１.６年コース納入金 １，１３０，０００円 １．６年間合計 

   入学時納入金と２年生６か月分の内訳は以下のとおりとする。 

 

   入学時納入金（１年分） 

 項 目 金  額 備   考 

１ 入学金 ５０，０００円  

２ 授業料 ６７０，０００円  

３ その他 ５０，０００円 行事費等 

入学時納入合計 ７７０，０００円  

   ２年生６か月分納入金 

 項 目 金  額 備   考 

１ 授業料 ３３５，０００円  

２ その他 ２５，０００円 行事費等 
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２年生６か月分納入合計 ３６０，０００円  

 

(５)進学１．３年コース 

進学１.３年コース納入金 ９５０，０００円 １．３年間合計 

   入学時納入金と２年生３か月分納入金の内訳は以下のとおりとする。 

 

   入学時納入金（１年分） 

 項 目 金  額 備   考 

１ 入学金 ５０，０００円  

２ 授業料 ６７０，０００円  

３ その他 ５０，０００円 行事費等 

入学時納入合計 ７７０，０００円  

 

   ２年生３か月分納入金 

 項 目 金  額 備   考 

１ 授業料 １６７，５００円  

２ その他 １２，５００円 行事費等 

２年生３か月分納入合計 １８０，０００円  

 

（納入） 

第２１条 

  学生が在籍中は、出席の有無にかかわらず、授業料を所定の期日までに納入しなければならない。 

 

 ２ 学生が休学した場合、特別な事由として認めた時は、前項の規定にかかわらず、その始期に属する 

月の翌月から授業料を免除することがある。 

 

 ３ 特別の事由がある場合、第１項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、授業料の全部又は 

一部を減免することがある。 

 

（滞納） 

第２２条 

 学生が、正当な理由なく、かつ、所定の手続きを行わずに、授業料を１５日以上滞納し、その後に 

おいても納入の見込みのない場合には、校長は、当該学生に対し除籍退学を命ずることができる。 

 

（学生納入金の返還） 

第２３条 

 第１６条の手続きに則り退学した者には、原則として次学期以降の授業料を一部返還するものとする。 

 

２ その他学納金返還の詳細については、本学院の学生納入金返還規程による。 

 

第６章 雑則 

 

（健康診断） 

第２４条 

 健康診断は、毎年１回、健康診断規程に定めるところにより実施する。 
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（在籍管理） 

第２５条 

 在籍管理に関する事項は、在籍管理規定に定める。 

 

（文書管理） 

第２６条 

 文書管理に関する事項は、文書管理規定に定める。 

 

（費用の徴収） 

第２７条 

 各種証明書の発行手数料は別に定める。 

 

（その他の規則） 

第２９条 

 本則に定めがない事項については、法令及び『認定日本語教育機関認定基準』、並びにその諸規則と、出入国

在留管理庁の通達、通知に従って運営するものとする。 

 

 附則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 


